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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、平成23年4月1日をもって持株会社体制へ移行いたしました。持株会社体制のもと、グループ戦略機能を強化し、スピード経営
を推進し、グループ全体最適と各事業最適をバランスさせることを通じてグループ全体としての価値向上を目指しております。

　当社グループにおける経営の枠組みは、グループ企業経営における基本的な考え方を体系化した経営哲学及び経営理念ならびに行動指針か
らなる「東洋インキグループ理念体系」と、社会的責任への取組み姿勢を明確にしたCSR憲章及びCSR行動指針からなる「CSR価値体系」で構成
されております。

　当社グループは、「東洋インキグループ理念体系」と「CSR価値体系」を実践することにより、サイエンスに基づくモノづくりを通して、生活者・生命・
地球環境の持続可能性向上に貢献し、経営理念に掲げる「世界にひろがる生活文化創造企業」を目指してまいります。

　そのためにはステークホルダーと同じ視点で自身の企業活動を評価し、経済、社会、人、環境においてバランスの取れた経営を遂行することこそ
が、企業としての有形、無形の価値を形成し、社会的責任を果たすための最重要課題として位置付けております。

　　この実現のために、

　　・事業執行機能を各事業会社に委譲するとともに、コーポレート・ガバナンスを強化するため、グループ各社に適用される稟議規程

　　　及び関係会社管理規程の適切な運用

　　・内部統制システムの整備

　　・株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など法律上の機能制度の強化による指導・モニタリング機能の向上

　　・迅速かつ正確、広範な情報開示による経営の透明性の向上

　　・コンプライアンス体制の強化・充実

　　・地球規模の環境保全の推進

　などを進め、株主や取引先、地域社会、社員などの各ステークホルダーと良好な関係を構築し、コーポレート・ガバナンスを充実させております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

（原則１－４）

　当社は、業務提携、取引関係の維持・強化、原材料の安定調達などの経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を政策的に保有して
おります。主要な政策保有上場株式については、取締役会において、その経済合理性を中長期的な観点より検証しております。

　政策保有上場株式の議決権行使については、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社を含む株主
共同の利益に資するものであるか否か、また当社グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案したうえで、議案毎に適切
に行使いたします。

（原則１－７）

　当社は、関連当事者間の取引を含むすべての取引について、社内規定に従い、その取引の重要性や性質に応じて必要な決裁を得たうえで実施
しております。そのうえで実施する主要株主等の関連当事者との取引についても、取引条件については第三者との取引と同様とし、適正な取引を
確保しております。

（原則３－１）

　（ⅰ）当社の経営理念等につきましては、当社ホームページにて公表しておりますので、ご参照ください。

　　　　　経営理念：グループ企業情報＞東洋インキグループの理念

　　　　　　　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/corpinfo/philosophy.html

　　　　　経営方針：ＩＲ情報＞経営情報＞経営方針（中期経営計画）

　　　　　　　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/management/plan.html

　（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書Ⅰ－１．「基本的な考え方」に記載のとおりです。コーポレート

　　　ガバナンスの基本方針につきましては、当社ホームページ　ＩＲ情報＞経営情報＞コーポレートガバナンス　にて公表しておりますので、

　　　ご参照ください。

　　　　　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/management/governance.html

　（ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬については、独立社外取締役2名が出席する指名・報酬に関する諮問委員会における審議を経て、株主総会

　　　の決議による取締役の報酬総額の限度額の範囲内で、役位別の基準報酬額に、経済情勢及び経営成績ならびに担当する職務の業績

　　　等の評価を総合的に勘案することで決定しております。また、社外取締役を除く取締役に対しては上記報酬総額の限度枠内において、

　　　株式報酬型ストックオプションを導入しております。

　（ⅳ）④当社は、取締役会長、代表取締役社長及び人事管掌取締役が下記（a)～（d）を総合的に判断し、代表取締役社長が取締役候補

　　　および監査役候補を推薦し、独立社外取締役2名が出席する指名・報酬に関する諮問委員会における審議を経て、取締役会での審議と

　　　決議により決定しております。なお、現在当社は東京証券取引所の定める独立性の判断要素を加味した独立性基準（下記「原則４－９」

　　　ご参照）を満たす社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」といいます）計４名を、当社との間に特別な人的関係、資本関係

　　　その他利害関係がない独立社外役員として指定しております。

　　　（a）最高経営責任者の指名基準



　　　　　当社の経営理念に基づき、

　　　　　◆短期的な視点と中長期的な視点のバランス感覚に優れ、高度な経営判断を行う能力を有すること、

　　　　　◆業務執行取締役の経験を通じて当社グループの事業に精通していること、

　　　　　◆法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること、

　　　　　を総合的に判断し、指名する。

　　　（b）経営陣幹部・取締役候補の指名基準

　　　　　当社の経営理念に基づき、

　　　　　◆当社グループのみならず当社関連業界全体の発展に貢献することが期待できる人物であること、

　　　　　◆担当部門の問題を適確に把握し、他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、

　　　　　◆法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること

　　　　　を総合的に判断し、指名する。

　　　（c）監査役候補の指名基準

　　　　　当社の経営理念に基づき、

　　　　　◆取締役の職務を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社グループの健全な経営と社会的信頼の維持向上に

　　　　　　努めること、

　　　　　◆中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること

　　　　　を総合的に判断し、指名する。

　　　（d）社外役員候補の指名基準

　　　　　当社における独立役員の独立性基準を考慮しつつ、

　　　　　◆経営、法務、財務・会計、人事労務、製造業、化学業界等の分野で指導的役割を果たした豊富な知識と経験を有すること、

　　　　　◆当社グループが抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること

　　　　　を総合的に判断し、指名する。　

　（ⅴ）取締役候補者及び監査役候補者の指名理由については、当社ホームページに掲載しております第180回定時株主総会招集通知

　　　8ページ～16ページに記載しておりますので、ご参照ください。

　　　　ＩＲ情報＞ＩＲ資料室＞株主総会関係資料＞第180回定時株主総会招集ご通知

　　　　http://schd.toyoinkgroup.com/pdflib/fy2017_t180/invnotice180.pdf

（補充原則４－１①）

　法令、定款により取締役会が決定しなければならない事項に加え、年度事業計画等の重要な業務に関する事項については、取締役会規程に基
づき取締役会へ付議し、決定しております。その他の経営上の重要事項の意思決定は、トップマネジメント会議運営規程に基づきグループ経営会
議で実施しております。なお、取締役会の経営監督機能を担保するため、グループ経営会議で決定した事項については、取締役会で報告すること
としております。

　取締役会及びグループ経営会議付議事項以外の事項に関する業務については、取締役会において決定した管掌区分に基づき業務執行取締
役が自ら執行するほか、担当業務の執行を委嘱された執行役員が執行いたしますが、この場合であっても、重要性や性質に応じて代表取締役の
決裁を得たうえで執行しなければならない事項を稟議規程において定めております。

（原則４－９）

　独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性基準につきましては、当社ホームページ　ＩＲ情報＞経営情報＞コーポレートガバナンス　にて公
表しておりますので、ご参照ください。

　　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/management/governance.html

（補充原則４－１１①）

　当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一
致しており、その基準及び選任の方針・手続きについては、上記「原則３－１（ⅳ）」に記載のとおりです。今後も必要に応じて社内規程等の見直し
を図るとともに、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を講じてまいります。

（補充原則４－１１②）

　取締役および監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合の兼任状況については、当社ホームページに掲載しております第180回定時株主
総会招集通知8ページ～16ページ、第180期有価証券報告書40ページ～42ページ及び本報告書Ⅱ－１に記載しておりますので、ご参照ください。

　ＩＲ情報＞ＩＲ資料室＞株主総会関係資料＞第180回定時株主総会招集ご通知

　　http://schd.toyoinkgroup.com/pdflib/fy2017_t180/invnotice180.pdf

　ＩＲ情報＞ＩＲ資料室＞有価証券報告書（四半期報告書）＞第180期有価証券報告書

　　http://schd.toyoinkgroup.com/pdflib/fy2017_t180/scr_fy2017_q3_ja.pdf

（補充原則４－１１③）

　当社は、社外役員を含む全取締役・監査役を対象に、平成29年度における取締役会の構成、機能、運営方法、議題等に関する取締役会の実効
性評価をアンケート形式にて実施いたしました。その結果、特に以下の点について改善が進み、大多数の取締役・監査役が取締役会の実効性は
向上していると認識していることを確認いたしました。

　・社外役員や監査役の発言機会

　・取締役会での活発な意見交換や議論

　他方、取締役会で議論すべき内容の吟味、資料の充実化、独立社外取締役を含めた多面的な議論がより一層進むことを期待する意見も見られ
ました。

　当社取締役会は、以上の評価結果を踏まえ、今後も取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

（補充原則４－１４②）

　当社は、取締役・監査役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要になるトレーニングの機会を継続して提供いたします。新任取締役
に対する外部研修のほか、経営者や監査役としての素養、会社法やコーポレートガバナンス等に関する知識、法令の順守及び経営に関する有用
な情報等を取得する機会を提供し、その費用を支援いたします。また、社外役員に対しては、これらに加え、当社グループの経営戦略や事業の内
容・状況等の理解を深めるため、就任時に説明を行うとともに、その後も適宜、事業所見学、担当役員からの説明等を行います。

（原則５－１）

　当社では株主・投資家を重要なステークホルダーと考えており、行動指針の一つとして「株主様満足度の向上」（SHS：ShareHolder Satisfaction）

を掲げ、株主権の尊重と株主価値の向上に取り組んでおります。その中でも株主や投資家との建設的な対話は重要なファクターと位置付けており
ます。財務・総務・IR担当の取締役を指定し、関係各部門の有機的連携により情報共有を確実に行い、株主にはグループ総務部、投資家にはグ



ループ広報室が窓口となって対話の促進を図っており、対話を通じて把握した意見のうち重要性が高いと判断したものについては担当取締役に
適宜報告しております。

　インサイダー情報の管理については、インサイダー取引防止管理規程、情報保護管理規程などを定めているほか、ビジネス行動基準に具体的
な行動指針として定め、ガイドブックを全グループ社員に配布するとともに、定期的な教育を行うことで周知徹底を図っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

凸版印刷株式会社 68,234,943 22.51

サカタインクス株式会社 11,676,000 3.85

東洋インキＳＣホールディングス株式会社 11,179,403 3.69

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,343,000 3.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,432,000 3.11

株式会社日本触媒 8,306,150 2.74

全国共済農業協同組合連合会 7,865,000 2.59

東洋インキグループ社員持株会 6,692,461 2.21

株式会社三菱東京UFJ銀行 5,366,230 1.77

株式会社みずほ銀行 5,365,495 1.77

支配株主（親会社を除く）の有無 凸版印刷株式会社

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　凸版印刷株式会社は、当社議決権の24.77％(うち間接所有1.31％)を所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社として位置付けられて
おります。また、当社グループの事業展開において、同社及びそのグループ企業と一定の協力関係を保っていく目的から、同社の代表取締役会
長が当社の取締役に就任し、同社の専務取締役が当社の監査役に就任しております。また、当社の取締役会長が凸版印刷株式会社の取締役に
就任しております。

　当社における経営上の意思決定は、当社取締役会を中心とした各種経営会議の審議に基づき、当社が独自に行っており、一定の独立性が確
保されていると認識しております。また、当社グループと凸版印刷株式会社及びそのグループ企業との取引に際しては、他の資本関係のない会社
と取引を行う場合と同様、契約内容や市場価格等を総合的に勘案して取引条件を決定しております。このような経営体制及び取引方針等により、
少数株主保護の体制が確保されていると判断しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 22 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

足立直樹 他の会社の出身者 ○ ○

甘利公人 学者

木村恵子 弁護士

酒井邦造 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



足立直樹 　

　凸版印刷株式会社　代表取締役会長

　当社グループは、同社グループとの間で
定常的な取引を行っております。

　なお、凸版印刷株式会社は平成29年12
月31日時点において当社の株式を22.51%
保有しております。また、当社の取締役会
長である佐久間國雄氏は、同社の社外取
締役に就任しております。

　また、足立直樹氏は第一三共株式会社
の社外取締役に就任しておりますが、当
社と同社との間に記載すべき関係はあり
ません。

　業界に精通した経営の専門家であり、客観的
な視点から当社の経営全般に対して助言、指
導いただくこと、及びその助言、指導が取締役
会における議論の活性化につながることを期
待しております。

甘利公人 ○ 　上智大学　法学部教授

　当社との間に取引関係がなく独立した立場に
あり、弁護士資格を有する法学者としての高い
識見を有しており、また、過去における当社社
外監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で
経営監視機能を果たしていただくことを期待し
ております。

　なお、甘利公人氏は有価証券上場規程施行
規則第211条第4項第5号に定める事由に該当
せず、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないと判断しております。

木村恵子 ○ 　安西法律事務所　弁護士

　当社との間に取引関係がなく独立した立場に
あり、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労
務関連の高度な専門知識と幅広い知見を有し
ており、公正な立場で経営監視機能を果たして
いただくことを期待しております。

　なお、木村恵子氏は有価証券上場規程施行
規則第211条第4項第5号に定める事由に該当
せず、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないと判断しております。

酒井邦造 ○

　株式会社日立製作所　水ビジネスユニッ
トエグゼクティブアドバイザー

　同氏は平成29年3月31日まで株式会社
日立製作所の業務執行者でありました。
当社グループと同社グループとの間に
は、製商品の売買などの取引がありま
す。なお、直前事業年度におけるその総
額は当社グループの直前事業年度におけ
る連結売上高の0.5%未満であります。

　製造業を営む国際的な企業における経営の
豊富な経験と幅広い識見を有しており、経営の
専門家として客観的かつ中立的な視点から当
社の経営全般に対して助言、指導いただくこと
を期待しております。

　なお、酒井邦造氏は有価証券上場規程施行
規則第211条第4項第5号に定める事由に該当
せず、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないと判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬に関する
諮問委員会

4 0 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬に関する
諮問委員会

4 0 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は、取締役の指名・報酬の決定プロセス及びその内容について透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的として、平成29年2月9日開
催の取締役会で取締役の指名・報酬に関する諮問委員会の設置を決議いたしました。平成30年3月27日開催の第180回定時株主総会に先立って
同諮問委員会を開催し、取締役候補者及びその報酬について審議いたしました。なお、同委員会には、当社が定める社外取締役または社外監査
役の独立性に関する基準を満たす社外取締役2名が出席しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している



定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　会計監査人として有限責任監査法人トーマツと契約し、当該会計監査人が当社の会計監査業務を行っております。

　常勤監査役は、代表取締役・取締役・執行役員と定期的に意見交換を行うほか、グループ各社の監査役と定期的にグループ監査役会を開催し
監査の充実・強化を図っております。また、国内及び海外の重要な子会社・事務所の実地調査を必要に応じて行っております。加えて、独立社外
取締役との間で意見交換会を開催し、両者の連携を深めております。

　三様監査の連携強化のために常勤監査役・会計監査人・グループ監査室長の間で情報交換及び意見交換を行い、また会計監査人の監査結果
報告会を四半期毎に開催しております。更に常勤監査役とグループ監査室との情報交換会を毎月開催し、監査の実施状況について相互に報告
を受けるとともに監査の協働を行っております。

　なお、監査役会の職務を補助する使用人として兼任の監査役スタッフを１名配置しております。

　グループ監査室は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役な
らびに内部統制担当取締役に報告するとともに監査役会にも報告しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

大湊満 他の会社の出身者 △ △

池上重輔 学者

垣谷英孝 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大湊満 　

　大湊満氏は、凸版印刷株式会社の出身
（平成27年6月26日に同社の専務取締役
を退任）であります。

　当社グループは、同社グループとの間で
定常的な取引を行っております。

　なお、凸版印刷株式会社は平成29年12
月31日時点において当社の株式を22.51%
保有しております。また、当社の取締役会
長である佐久間國雄氏は、同社の社外取
締役に就任しております。

　企業経営の分野をはじめとする幅広い識見を
有しており、客観的な視点から当社の経営全
般に対して監査を実施いただけることを期待し
ております。



池上重輔 ○
　早稲田大学　大学院経営管理研究科教
授

　多様な業種における豊富な実務経験と取締
役としての会社経営の経験に加え、企業戦略
やマーケティングに関する研究者としての高度
な専門知識を有しており、客観的な視点から当
社の経営全般に対して監査を実施いただける
ことを期待しております。

　なお、池上重輔氏は有価証券上場規程施行
規則第211条第4項第5号に定める事由に該当
せず、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないと判断しております。

垣谷英孝 　

　凸版印刷株式会社　専務取締役

　当社グループは、同社グループとの間で
定常的な取引を行っております。

　なお、凸版印刷株式会社は平成29年12
月31日時点において当社の株式を22.51%
保有しております。また、当社の取締役会
長である佐久間國雄氏は、同社の社外取
締役に就任しております。

　企業経営の分野をはじめとする幅広い識見を
有しており、客観的な視点から当社の経営全
般に対して監査を実施いただけることを期待し
ております。

　また、垣谷英孝氏は凸版印刷株式会社にお
いて長年にわたり財務経理業務に従事し、同
社の財務本部長を務めるなど、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　年功的要素の強い退職慰労金制度を廃止するなど、業績連動的要素を取り入れた取締役報酬体系の見直しを行っております。また、取締役
（社外取締役を除く）に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び
企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを導入しております（平成27年6月26日開催の定
時株主総会にて決議）。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

　当社取締役（社外取締役を除く）に加え、当社執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社顧問をストックオプションの付与対象とし
ております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。平成29年度（平成29年4月1日から平成29年12月31日まで）における取締役
の年間報酬額は321百万円（うち社外取締役20百万円）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬については、独立社外取締役2名が出席する指名・報酬に関する諮問委員会における審議を経て、株主総会にて決議された報酬
限度額（年額6億円以内と平成18年6月29日開催の定時株主総会にて決議）の範囲内で、役位別の基準報酬額に、経済情勢及び経営成績並びに



担当する職務の業績等の評価を総合的に勘案することで決定しております。また、取締役（社外取締役を除く）に対し、株価変動のメリットとリスク
を株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを
目的として、株式報酬型ストックオプションを導入しております（平成27年6月26日開催の定時株主総会にて決議）。なお、上記報酬限度枠内にお
いて、年額60百万円以内で新株予約権を割り当てることとしております。

　監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額（年額1億円以内と平成18年6月29日開催の定時株主総会にて決議）の範囲内
で、監査役の協議によって決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役・社外監査役ともに取締役会を含む経営会議の重要事項については、これらの会議への出席有無にかかわらず重要書類等の閲覧
を通じて、当社業務執行の状況を適時に把握できる体制をとっております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　該当事項はありません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は監査役制度を採用しており、社外取締役4名を含む取締役14名で取締役会が構成され、社外監査役3名を含む監査役5名で監査役会が
構成されております。なお、社外取締役・社外監査役ともに、取締役会等の重要な会議への出席（発言含む）や重要書類等の閲覧による経営情報
の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。また、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の
任期は1年としております。

　当社及びグループ全体の経営上の重要な意思決定機関として取締役会を毎月開催しており、業務執行上の重要な意思決定機関として取締役
会に準じる協議・決定機関であるグループ経営会議を定例的に開催しております。この会議には監査役が常時出席し、取締役の職務執行を充分
に監視できる体制となっております。また、当社は経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にするため、執行役員制度（任期1年）を採用
し、意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能を強化しております。また、中核事業会社であるトーヨーカラー株式会社、トーヨーケム株式会
社及び東洋インキ株式会社における経営方針・戦略の共有と執行課題・業績の討議を行う事業会社経営会議を定例的に開催し、この会議には当
社の取締役が出席しております。

　また、取締役の指名・報酬の決定プロセス及びその内容について透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的として、平成29年2月9日開催の
取締役会で取締役の指名・報酬に関する諮問委員会の設置を決議いたしました。平成30年3月27日開催の第180回定時株主総会に先立って同諮
問委員会を開催し、取締役候補者及びその報酬について審議いたしました。なお、同委員会には、当社が定める社外取締役または社外監査役の
独立性に関する基準を満たす社外取締役2名が出席しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　経営全般の意思決定に関る適法性・適正性のほか、業務執行に関る監督機能の実効性を確保するのに最適であると判断し、現状のコーポレー
ト・ガバナンス体制を採用しております。

　当社は、持株会社体制のもと、グループ全体の経営監督機能と業務執行機能の一層の明確化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上
に努めてまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　株主が議案の内容を十分吟味できる妥当な期間として、総会日から21日前後に招集通
知を発送できるようスケジュール調整しております。

電磁的方法による議決権の行使
　インターネットによる議決権行使のため、議決権行使ウェブサイトを開設しております。
なお、携帯電話専用サイトは開設しておりません。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　機関投資家や海外投資家の議決権行使を促進するため、議決権電子行使プラット
フォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
　海外投資家の議決権行使を促進するため、株主総会招集通知の参考書類を英文にて
提供しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　当社のホームページにおいて、「情報開示に関する方針（ディスクロージャ

ーポリシー）」として掲載しております。

　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/notice.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　年2回、決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
　決算短信、有価証券報告書、株主総会招集通知などをホームページに掲

載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　グループ広報室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　東洋インキグループ理念体系における行動指針やCSR価値体系におけるCSR憲章及び
CSR行動指針等に規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 　CSR統括委員会を設置するほか、CSR報告書を年1回発行しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示制度を順守して情報開示を行
うほか、これらに該当しない情報についても、当社について株主や投資家の皆様にご理解
いただく上で有用な情報につきましては、できるだけ積極的かつ公平に情報開示する方針
（ディスクロジャーポリシー）を取締役会にて決議し、当社ホームページ上で同方針を掲載
しております。

　http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/notice.html



その他

【女性の活躍に向けた取り組みについて】

　当社は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性の積極的採用と職
域の拡大、職場や働き方における価値観を変革し、誰もが働きがいを持ち、活き活きと働
ける職場づくりを目指しています。採用、継続就業、労働時間、多様なキャリアコースの4項
目に関する実績が評価され、「えるぼし」認定を受けています。

　[行動計画のポイントと取り組み内容]

　（１）女性の積極的な採用の推進と職域の拡大

　　・女性の新卒採用比率3割を目標に掲げ、東洋インキグループにおいて活躍できる人材
を

　　積極的に採用しています。2018年度の新卒新入社員女性女性比率は35.3%です。

　　・職場環境（製造所のインフラなど）の見直し・整備を行い、性別を問わず多様な社員が

　　活躍できる職場の拡大に取り組んでいます。

　　・ライフイベントに関わらず職域を拡げていけるよう、キャリア形成を支援しています。

　（２）女性社員の育成と職場意識の改革

　　・女性社員を部下に持つ管理者を対象にした研修を実施し、管理者の意識改革を通じ
て

　　女性社員を育成できる風土づくりを行っています。

　　・女性社員を対象としたキャリア教育を実施し、女性社員が長期にわたり主体的なキャ
リア

　　ビジョンを形成できるよう支援しています。

　　・職場のコミュニケーション活性化にむけて、上司と女性社員がキャリアや実現したい目
標

　　について話し合える場をつくっています。

　（３）全社員が働きがいを持ち、活き活きと働ける就労環境の整備

　　・ジョブリターン制度を導入し、柔軟な働き方にむけた施策を実施しています。

　　・男性の育児参加を推進し、男性の育児休業取得者数の向上を図っています。2017年
度

　　における男性の育児休暇取得者数は18名です。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜内部統制システムの基本方針の概要＞

（１）業務執行に関する体制

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、法令及び定款に従い当社及びグループ会社全体に影響を及ぼす重要事項について、当社取締役会において決定する。また、取締役
会を通じて取締役の職務執行の適法性を確保し、法令及び定款に従い意思決定を行う。代表取締役は、取締役会の決議に基づき、会社を代表し
て職務の執行を行う。

　監査役は、監査役監査基準に基づき監査を行い、取締役の職務執行についての適法性・妥当性監査を実施する。取締役は、監査役からの求め
に応じ、職務の執行状況を監査役に報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令、定款、取締役会規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、適切に保存及び管理
を行う。

　また、取締役及び監査役は、これらの情報を必要なとき閲覧できる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、CSR統括委員会のもとにリスクマネジメント（RM）部会、コンプライアンス部会及び環境安全部会を設置している。東洋インキグループビ
ジネス行動基準に準拠したリスクマネジメント規程に則り、RM担当役員が管掌する体制により、企業全体にかかる全社的なリスク及び事業リスク
を特定し、健全な企業継続および社会的信頼の形成のためのリスク対策を講じるリスクマネジメント体制を推進していく。

　リスクマネジメントに対する啓蒙手段として、部門毎にリスク課題を年度計画に取り入れ、評価基準のひとつに組入れる管理手法を実施し、あわ
せて、RM部会直轄の活動体における全社的なリスク対策の立案・対応により、リスクを未然に防止する平常時の活動に注力する。

　緊急時対応としては、リスク発生を認知した各拠点から代表取締役へ直ちに報告する緊急連絡体制を整備し、顕在化したリスクが経営に重大な
影響を及ぼす場合には、緊急対策本部の設置等により、緊急事態に速やかに対応できる事業継続体制を整備する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に
開催するものとし、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業の運営を行う。

　また、グループの経営課題及び事業戦略についての討議・決定機関として、取締役及び執行役員により構成する会議を毎月定期的に開催し、
グループ経営課題と戦略の共有化を図り、経営・事業目標の効率的な達成に努める。

　なお、これらの会議には監査役が出席し、監査上必要な意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を強化する。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、よき企業市民として、経営理念体系を頂点とした社会的責任への取組み姿勢を明確にしたCSR憲章及びCSR行動指針からなる「価値
体系」のもと、このCSR経営の推進母体であるCSR統括委員会の分科組織のコンプライアンス部会を中心に、コンプライアンス経営を確保する取り
組みを行う。

　また、コンプライアンスオフィス（社内外通報窓口）を通じて、法令及びグループの行動規範である東洋インキグループビジネス行動基準に反する
行為等を早期に発見・是正する体制を充実する。

　内部監査部門であるグループ監査室は、会社における業務が適法かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役ならびに
内部統制担当取締役に報告するとともに、監査役会にも報告し、監査役会との連携をはかる。

６．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、経営哲学、経営理念及び行動指針からなる経営理念体系をグループとして共有し、グループ内の経営資源を最大限に活用し、グルー
プ全体の企業価値の最大化を図る。

　適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従
いグループ各社から当社へ報告させることとし、当社も関与のもとグループ経営の適正な運営を確保する。

　上記（１） ３．のリスクマネジメント体制及び緊急時対応はグループ会社にも適用させるほか、グループ各社の取締役の中から選任された者を対

象とした法務部会を当社において定期的に開催し、グループ経営に関する法務リスクを共有しグループ運営の適正化に努めていく。また、グルー
プ各社は、取締役等により構成する会議を定期的に開催し、経営・事業目標の効率的な達成に努めていくほか、当社に定期的に報告させる。

　グループ監査室は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役な
らびに内部統制担当取締役に報告するとともに監査役会にも報告する。一方、常勤監査役は、グループ各社の監査役と定期的にグループ監査役
会を開催し監査の充実・強化を図る。

　なお、財務報告の信頼性を確保する体制としては、代表取締役直轄の組織体制のもと、会計監査人と適宜協議しながら、企業会計審議会の公
表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに実施基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、有効な内部
統制システムの整備、運用を確保する。

（２）監査に関する体制

１．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社は、監査役会が、職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査役会と協議のうえ、監査業務を補助する使用人を配置する。また、監査役
会と内部監査部門であるグループ監査室との連携により監査実務を遂行する体制を強化するため、監査役会・グループ監査室との間に情報連絡
会を設置し、内部監査機能の充実を図ることで監査役会の監査機能を強化する。

２．監査役会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、上記（２） １．の監査業務を補助する使用人を配置した場合における当該使用人の任命・異動については、監査役会の同意を得て実施

し、当該使用人に対する指揮命令・評価は監査役が行う。

３．取締役、使用人が監査役会に報告をするための体制及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が
当社の監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制ならびに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保す
るための体制



　当社の取締役及び執行役員は、取締役会等の重要な会議における監査役の出席を通じて、担当業務の執行の状況報告を行う。

　当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人は、リスクマネジメント規程等に従い、以下の事実を速やかに監査役会に報告する。

　・コンプライアンスに関する重要な事実

　・会社に著しい損害を与え、または著しい損害を与えるおそれのある事実

　・その他、監査役会と協議のうえ報告事項として定めた事項

　なお、報告した者に対しては、コンプライアンスオフィス運用規程に準じて保護と秘密保持に最大限の配慮を行う。

　監査役は、当社及び当社子会社の取締役に対し、上記の事実を監査役会に対して報告することを求めるほか、監査に必要な各種重要会議に出
席し、また稟議書等の事業運営に重要な影響を及ぼす情報の閲覧を行うこととする。

　また、取締役、執行役員及び使用人は、監査役会の求めに応じ、会社の業務及び財産の状況について報告する。

　さらに、監査役会は、いつでも取締役、執行役員及び使用人に対して、直接事業に関する報告を求めることができる体制をとるものとする。

４．監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
に関する事項

　当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を
利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとする。

５．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査役会と代表取締役及び取締役が、経営課題、その他事業運営上の重要課題について定期に意見交換を行い、また監査役監査基
準に従い、監査役が実効的な監査ができる体制の環境整備に努める。

　また、監査役会は、内部監査部門であるグループ監査室が行う計画的内部監査の報告を受けるとともに、外部監査人との定期的な意見交換を
行い、監査役の監査が、効率的かつ効果的に行われることを確保する。

（３）反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、東洋インキグループビジネス行動基準及び反社会的勢力対応規程の中で、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じない旨を定めており、取引関係も含めた一切の関係を持たないものとする。また、
外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、東洋インキグループビジネス行動基準及び反社会的勢力対応規程の中で、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じない旨を定めており、取引関係も含めた一切の関係を持たないこととしていること、
及び外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行っていることを、当社の内部統制システムの基本方針で明確に定めて
おります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社が2008年5月16日開催の当社取締役会において決議し、同年6月27日の当社定時株主総会において導入が承認された「当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」及び当該基本方針に基づく特定の株主又は株主グループ（以下「特定株主グループ」
といいます。）によって当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「本施策」といいます。）の概要は、下記のとおりで
す。なお、本施策は、2011年6月29日、2014年6月27日及び2017年6月29日開催の当社定時株主総会における承認により、一部変更のうえ、更新
されております。

１　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

　当社は経営理念として「世界にひろがる生活文化創造企業を目指す」ことを掲げ、持株会社（ホールディングカンパニー）体制のもと、グループ連
峰経営による企業活動を行っており、今後とも中長期的視野に立って、当社グループの総合力を発揮し、更なる発展を図ることが、当社グループ
の企業価値の向上と株主共同の利益に資することと確信しております。

　対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模な株式の買付けを強行するという大規模買付行為（下記３（１）で定義します）に
対しては、当社は一概にこれを否定するものではなく、最終的に株主の皆様のご判断に委ねるべきものと考えております。しかし、実際には、大規
模買付者（下記３（１）で定義します）に関する十分な情報の提供がなくては、株主の皆様は、当社グループの企業価値に及ぼす影響を適切に判
断することはできません。当社は、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グ
ループの企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、また当社
の取締役としての責務であると考えております。

２　基本方針の実現に資する取組みの具体的な内容の概要

　当社は、創業から今日にいたるまで、事業と製品・サービスを通じて顧客・社員・社会における生活文化の創造に真摯に取り組んでまいりまし
た。更に、当社は、今後の事業活動の発展はもとより、常に社会と共存し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの更なる満足度向上と信
頼を得ることにより、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めていきたいと考えております。

　この基本的な考え方のもと、当社グループは、目指す姿“SCC（Science Company Change）2017”に向けて、2008年度から3回の中期経営計画を

進め、2014年度からは最終ステップになるSCC-Ⅲを推進してまいりました。2017年度からは、次の10年のありたい姿を新たな長期構想として掲
げ、その実現に向けた活動を推進しております。長期構想では企業活動のコンセプトを「Scientific Innovation Chain2027」（SIC27）とし、「技術・製

品」、「ビジネスモデル」、「ネットワーク」、「モノづくり」、「経営基盤」の5つの基軸で、革新的に発想し、科学的に実行していき、その連鎖によって持
続的に成長できる企業体質に変革することを目指してまいります。また、これまでのドメイン（ライフサイエンス、コミュニケーションサイエンス、サス
ティナビリティサイエンスの3つの事業領域）の枠組みを戦略的に拡大し、成長市場のみならず、社会課題の解決や、生命や地球環境の持続成長
可能性に繋がる領域にも注力してまいります。このような中長期的な取り組みにおいて、当社は引き続き、ホールディングカンパニー体制を活か
し、スピードを重視した事業運営や当社グループ全体のフレキシブルな経営資源の活用を進めるとともに、環境対応やリスク対応、グローバル共
生、企業の社会的責任（CSR）を重視した「持続可能な経営」を強化してまいります。

３　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

（１）本施策導入の目的について

　　　特定の株主又は株主グループ（以下「特定株主グループ」といいます。）によって当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた

　　場合の対応策（以下「本施策」といいます。）は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の

　　買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権保有割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（当社取締役会が予め同意

　　したものを除き、以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、当社

　　グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記に記載した基本方針に沿って当社グループの企業価値を確保し又は

　　向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。

（２）本施策の内容について

　　　①大規模買付ルールの概要

　　　　a. 取締役会に対する情報提供

　　　　b. 取締役会における検討及び評価

　　　　c. 独立委員会の設置

　　　②大規模買付対抗措置

　　　　一定の大規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、会社法その他の

　　　法令及び当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置を決議することができます。

　　　③本施策の有効期間等

　　　　本施策の有効期間は、2020年3月開催予定の当社の定時株主総会終結時までとなっております。また、当社株主総会又は当社

　　　取締役会において本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止されます。

　　　④法令の改正等による修正

　　　　本施策で引用する法令の規定は、2017年5月12日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設

　　　又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該

　　　新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるも

　　　のとします。

４　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

（１）基本方針の実現に資する取組み（上記２の取組み）について

　　　上記２に記載した企業価値の向上のための取組みは、当社グループの企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させる

　　ための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

（２）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（上記３の取組み）

　　の概要について



　　　①本施策が基本方針に沿うものであること

　　　　本施策は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かについて株主の皆様が適切に判断し、

　　　また、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と

　　　協議又は交渉を行うことを可能とすることにより、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保するためのものであり、

　　　基本方針に沿うものです。

　　　②当社は、以下の理由から、本施策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの

　　　　ではないと考えております。

　　　　a. 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的

　　　　b. 事前開示

　　　　c. 株主意思の反映

　　　　d. 取締役会の判断の客観性・合理性の確保

　　　　e. 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　　　　f. デッドハンド型買収防衛策ではないこと

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．開示体制

　　（１）決算関連情報は、グループ財務部長が作成した開示案を、担当取締役を通じて代表取締役社長に提出し、取締役会の承認を得て遅滞な

　　　　く適時開示しております。

　　（２）上記（１）以外の会社情報（決定事実・発生事実）は、当社内規「会社情報の適時開示にかかるガイドライン」に基づき、グループ総務部長　

　　　　に集約されます。グループ総務部長は、関係部門と協議のうえ、開示の要否を判断し、適時開示を行なう場合は、取締役会の承認を得て　

　　　　遅滞なく適時開示しております。

２．情報管理体制

　　情報保護管理規程、インサイダー取引防止管理規程などの情報管理にかかる諸規程を定め、会社情報の適正な管理・運用に努めておりま　

　　す。

３．監査体制

　　監査役・会計監査人による会社法上の監査及び監査法人による金融商品取引法上の監査のほか、社内監査部門による子会社を含む業務執

　　行全般の監査を定期的に実施し、健全な業務執行の維持、向上に努めております。



【コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】 
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【適時開示体制の模式図】 
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